
  軽油の引取数量

 (注)　1　この表は、当該年度において課税されたものについて掲載した。

　　　 2　「引取数量」欄には、特約業者又は元売業者からの引取りに係る軽油の数量を掲載した。

　　　 3　「特別徴収義務者数」は、当該年度３月末日現在で掲載した。

11   　軽　油　引　取　税　表

区分

　　　　　合　　　　　計　　　　⑤＋⑧

元 売 業 者 0.3/100

計 ④

数 量 ・ 件 数

307,416

40,124

267,292

1,195

181

1,199

181

1,018

0

0

0

4

0

0

0

265,887

107

0

2,423

264,869

0

2,316

そ の 他

課 税 対 象 と な ら な い 数 量

課 税 対 象 と な ら な い 数 量

課 税 対 象 と な ら な い 数 量

課 税 対 象 と な ら な い 数 量

引 取 数 量 ①

課 税 対 象 と な ら な い 数 量 ②

課税対 象 と なら な い 数量 の計 ⑦

　　　　差　　　　　　引　　　　①－② ③

欠

減

量

特 約 業 者 1/100

炭化水 素油の消費量（法１４４の２⑤）

み な す 課 税 され た軽 油 の 消 費 ・ 譲 渡量
（ 法 １ ４ ４ の ３ ① Ｖ )

計 ⑥

課 税 対 象 と な ら な い 数 量

み な す 課 税 さ れ た 軽 油 の 輸 入 量

（ 法 １ ４ ４ の ３ ① Ⅵ )

　課　　税　　標　　準　　量　　③－④ ⑤

軽 油 又 は 燃 料 炭 化 水 素 油 の 販 売 量

（ 法 １ ４ ４ の ２ ④ ）

申

告

納

付

等

の

分

燃 料 炭 化 水 素 油 の 販 売 量
（ 法 １ ４ ４ の ２ ③ ）

　　課　税　標　準　量　　　⑥－⑦ ⑧

(kl)

19

(kl)

(kl)

(kl)

(kl)

(kl)

(kl)

(kl)

(kl)

(kl)

(kl)

(kl)

(kl)

(kl)

(kl)

(kl)

(kl)

(kl)

(kl)

(kl)

(kl)

(kl)

区分

本 店 の 数

元 売 業 者

登 録 数計

本 店 の 数

本 店 の 数

事 務 所 等 の 数

事 務 所 等 の 数

登 録 数

本 店 の 数

登 録 数

事 務 所 等 の 数

事 務 所 等 の 数

0

0

265

0

0
そ の 他 の 者

本 店 の 数

事 務 所 等 の 数

特

別

徴

収

義

務

者

数

等

特 約 業 者

数 量 ・ 件 数

17

0

17

66

169

248

66

186

仮 特 約 業 者

(件)

16
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   課税対象とならない数量

X

X

X
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　(注)　統計表中の「X」は情報を保護する観点から計数を秘匿としている。

X

X

X

X

X
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